
「広島県 新型コロナ感染拡大防止集中対策」 

実 施 の ご 案 内 
 
 
        平素はワークピア広島をご愛顧賜り、厚くお礼申しあげます。 
            

        この度、「緊急事態宣言」発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策として, 
 
        広島県より「営業時間の短縮及び休業等」の要請を請け、会館の業務を次 
 

のとおりとさせていただきます。 
 
        お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程、よろしく  
 

お願い致します。 

 

【貸会議室の営業時間短縮及び利用人員の制限】  
 
      期    間   5 月 19 日（水）～6 月 30 日（水） 
 
      営 業 時 間   9：00～20：00 
 
      利 用 人 員      収容定員の 50％以内 
 

【 飲 食 を 伴 う 業 務 の 休 業 】 
 

≪ワークピア広島：宴会場利用≫ 

 
      休 業 期 間   5 月 19 日（水）～6 月 30 日（水） 
 

【 飲 食 を 伴 う 業 務 の 休 業 】 
 

≪カフェレスト・ナコール≫ 
 

      休 業 期 間   5 月 19 日（水）～6 月 30 日（水） 
 

 
※今後の状況次第では変更させていただく場合がございますので、 

ご了承ください。 


